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施策の柱７ 高齢者の住まいの安定的な確保 

 

1  高齢者に配慮したまちづくりの推進 

（１)高齢者に向けた住宅整備の促進 

①サービス付き高齢者向け住宅 

（第 4 章 各論 施策の柱 1 介護給付等対象サービスの充実 5 介護保険

施設サービス等の基盤整備の目標量（98ページ）に掲載） 

 

②シルバーハウジング（高齢者世話付住宅） 

シルバーハウジングは，バリアフリー化や手すりの設置，緊急通報システムな

どの設備面だけではなく，安否確認や生活相談，疾病等の際の一時的な家事援助

などを行う生活援助員（ＬＳＡ：ライフサポートアドバイザー）が配置されるこ

とで，高齢者が安心して生活できるように配慮されている住宅です。 

県営もみじが丘アパートに 22戸整備されており，市では生活援助員を配置

し，入居者の生活支援等にあたっています。 

 

【今後の方針】 

入居者が安心して生活が送れるよう継続して生活援助員を配置し，必要な支援

に努めます。 

 

③子育て世代・三世代同居住宅取得支援事業 

新たに住宅を取得する県外出身の子育て世帯や，子育て及び高齢者の生活支

援を目的として，家族の絆の再生を応援するため，市外から転入して三世代同

居等を始める方に対して住宅の取得等に要する費用の一部を助成しています。 

 

【今後の方針】  

地域との連携を一層強化するとともに，家族の絆を再生することにより，高齢

者の孤立を防ぎ，家族世代間の支え合い・助け合い，介護や子育てを行いやすい

環境を醸成し，誰もがいきいきと暮らせるまちづくりを進めていくため，親，子，

孫等の三世代同居等を奨励する本事業を継続して実施します。 
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④高齢者住宅改修補助事業 

高齢者が安全かつ安心して生活することができる居住環境の整備を促進する

ことにより，高齢者の自立支援及び介護予防を図ることを目的に，介護予防・生

活支援サービス事業対象者が，手すりの取付けや段差解消等の住宅改修を行う場

合，その改修費の一部について補助金を交付しています。 

 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

利用人数（人） 6 11 3 12 12 12 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

事業の周知や地域包括支援センター，ケアマネジャー等との連携に努めながら，

継続して実施します。 

 

（２）移動手段の確保 

①コミュニティバス（スマイルあおぞらバス） 

高齢者をはじめとする交通弱者が日常生活を送るうえでの交通手段を確保す

るため，平成 18年 10月から 2コースで運行を開始しました。 

現在は 8コースに拡大し，運行経路や時刻の見直しを 1年に 1回程度行いなが

ら運行しています。 

 

区分 
第 8期 実績値 

R3年度 R4年度 R5年度 

運行コース数 8 8 8 

利用者数（人） 160,524 173,611 94,509 

一日平均（人） 447 484 516 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

今後も地域の実情に応じて，利便性の向上につながる運行拡充の検討や，運行

経路・時刻等の見直し等を行い，継続して事業を実施していきます。 
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②福祉有償運送 

【現状】 

ＮＰＯ法人等が，要介護高齢者や障害者等の単独での移動が困難な人（移動制

約者）を対象に有償で行っている送迎サービスです。市は福祉有償運送等運営協

議会を設置し，事業の必要性等の協議を行っています。 

 

区分 
第 8期 実績値 

R3年度 R4年度 R5年度 

事業者（団体） 7 7 6 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

福祉有償運送等運営協議会において事業内容等の協議を行い，適正な運営を確

保していきます。 

 

③高齢者の買い物支援 

令和元年度より，買い物等の外出が困難な高齢者を支援するため，社会福祉法

人が地域における公益的な取組の一環として，近隣のスーパー等への送迎を行う

事業を実施しており，事業経費の一部について，補助金を交付しています。 

また，移動スーパーを行う民間事業者と「高齢者の見守り協定」を締結し，事

業の周知など，支援を行っています。 

 

►社会福祉法人等による買い物支援事業・実施状況 

区分 
第 8期 実績値 第 9期 見込量 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

事業者 

（団体） 
2 3 3 5 6 7 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

►移動スーパー事業者・実施状況 

区分 
第 8期 実績値 

R3年度 R4年度 R5年度 

運行台数 3 3 4 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

買い物等が困難な高齢者は今後も増加していくことが想定されるため，社会福

祉法人や事業者と連携を図りながら，事業の周知や利用促進に努めていきます。 

また，令和 5年度より取り組んでいる「買い物支援協力店登録制度」について，

対象業種や協力店数の充実を図っていきます。  
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2  安全な生活環境の確保 

（１）防火・防災対策 

高齢者宅の防火・防災指導を実施し，住宅用火災警報器の設置促進・維持管理

の徹底を図るとともに，火気の取り扱いや災害時の行動，日常の備えなどについ

て啓発活動を行い，住宅防火対策の推進に努めています。また，老人福祉施設等

については，立入検査・消防訓練出向時に適切な指導を実施し，防火安全対策の

充実・強化を図っています。 

 

【今後の方針】 

引き続き，防火・防災意識の普及啓発に努めます。 

 

（２）避難行動要支援者支援制度 

避難行動要支援者支援制度は，ひとり暮らし高齢者や障害のある方など，災害

が起きた際に避難の手助け（支援）を必要とする方に対し，自治会，自主防災会，

民生委員，児童委員，近所の方などの地域支援者が連携して支援していく制度で

す。 

支援を受けるためには，事前に支援に必要な個人情報の登録が必要となります。

登録した個人情報は，支援をしていただく方へ提供されますので，個人情報の提

供に同意できる方が支援の対象となります。 

 

【今後の方針】 

地域の自治会の方を中心に支援をいただくことから，引き続き自治会加入を推

進しながら，避難行動要支援者支援制度の普及啓発に努めます。 

 

（３）防犯対策 

住み慣れた地域で安心して生活が出来るよう，自主防犯組織によるパトロール

や市報等により啓発活動を行っています。 

 

【今後の方針】 

引き続き，自主防犯組織によるパトロール活動，啓発活動の拡充に努めます。 
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（４）交通安全対策 

茨城県内における高齢者が関わる交通事故の件数は，令和元年に 2,816件発生

しましたが，令和 3 年には 2,247 件となり，減少傾向となっています。しかし，

高齢者の交通事故死者は，令和 3年で 80人中 46人となっており，全死者の半数

以上を占める状況となっています。 

市では，ひとり暮らし高齢者などへの交通安全チラシ「お元気ですか」の配布

（年 2回）を始め，高齢者対象の交通安全研修会や自治会での交通安全教室の開

催など，高齢者の交通事故を未然に防ぐための交通安全教育に力を入れています。 

また，運転に不安を持つ高齢者による自主的な運転免許証返納を支援するため，

平成 23 年度から高齢者運転免許自主返納支援事業を実施しており，交通手段と

して利用できる「スマイルあおぞらバス」の 1年間無料乗車パスの交付と，啓発

品として夜光反射用品を配布しています。 

 

事業名 区分 

第 8期 実績値 

R3年度 R4年度 R5年度 

交通安全チラシ発行 発行部数（部） 14,900 13,300 6,000 

高齢者交通安全研修会 参加人数（人） 32 29 19 

高齢者クラブ・自治会等

交通安全教室 

開催回数（回） 12 21 7 

参加人数（人） 224 956 185 

高齢者運転免許自主返納

支援事業 
使用者数（人） 3,680 4,538 1,858 

※ 令和 5年度は 9月末現在 

 

【今後の方針】 

引き続き，高齢者の安全確保のため，講習会や啓発活動などの充実を図るとと

もに，高齢者運転免許自主返納支援事業などの周知・啓発に努めます。 
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（５）消費生活対策 

消費生活センターでは，消費生活についての相談の実施や各種講座の開催，情

報の提供を行い，市民の利益の擁護と増進を図っています。 

高齢者の消費トラブルは多発しており，ひたちなか市消費生活センターにおけ

る令和 4 年度の 65 歳以上の高齢者の相談件数は全体の 45.5％を占めています。 

市においては，地域団体と連携を図りながら様々な機会を通して啓発講座を実

施しています。 

 

区分 
第 8期 実績値 

R3年度 R4年度 R5年度 

出前講座実施回数（回） 9 30 9 

※ 令和 5年度は 9月末現在 
 

【今後の方針】 

引き続き，地域と連携を図りながら高齢者の消費トラブル防止に努めます。 


